
お問い合わせ 回答

書類を郵送で提出したい。 一回目は、直接窓口にお持ちください。

申請者が窓口に行くことができない。
ご家族や業者の方でも受付可能です。

委任状は必要ございません。

工事は終わっていないが、先に書類を提出したい。 システム設置後にご提出をお願いします。

設備別補助申請額は、設置費用のことですか。

いいえ。

市からお渡しする補助金の金額をご記入ください。

　住宅用太陽光発電システム　　　1kWあたり12,500円、上限50,000円

　家庭用燃料電池（エネファーム）上限40,000円

　自然循環型太陽熱温水器　　　　上限30,000円

　強制循環型ソーラーシステム　　上限40,000円

　蓄電システム　　　　　　　　　上限40,000円

一部記入を間違いました。
書類を全て書き直し、または二重線で間違えた箇所を消しその上に申請者のご印鑑を

押してください。（捨印対応不可）

問い合わせ先は申請者と業者どちらにすれば良いですか。
書類の不備が見つかった際に、ご連絡するために利用します。

書類の作成が業者の場合は、業者をお選びすることをお勧めします。

補助対象経費は支払った金額のことですか。
税抜きのお支払い金額をご記入ください。

補助対象外経費（申請費用・保証費用等）は除いてください。

受給開始日とは何ですか。

太陽光発電システムが電力受給を開始した日です。例えば、関西電力株式会社と契約

を結ばれた方は「再生可能エネルギーに関する電力受給契約のお知らせ」が契約者宛

に届いております。

そちらの書類の「受給開始日」をご記入ください。

合計定格出力値の記入は必要ですか。

合計出力値が10㎾未満の場合は不要です。

合計出力値が10㎾以上の場合は必要です。また、パワーコンディショナーの定格出力

の合計値が記載された書類の写しを提出してください。ない場合は、業者に※設置完

了証明書の作成をお願いしてください。

出力の合計値が記載された書類の写しとは何ですか。

パワーコンディショナー本体（型式番号や出力値記載部分）の写真（複数台ある場合

は全て）や、保証書、カタログ（ホームページの一部のみ印刷可）などです。ない場

合は、業者に※設置完了証明書の作成をお願いしてください。

設置日とは何ですか。

保証書に記載の保証開始日（引き渡し日）、自宅の引渡書（新築のみ）の引渡日など

をご記入ください。

必要書類「設置日のわかる書類」の日付とそろえてください。

家庭用燃料電池は、型式番号と製造番号を

それぞれ二つ記入する必要がありますか。

はい。

発電ユニットと熱源機のそれぞれの型式番号と製造番号をご記入ください。

領収書が発行されていません。 業者に※受領金額証明書の作成をお願いしてください。

新築のため、自宅の建築費用に

設置したシステムの費用も含まれています。

但し書きに、設置されたシステムが記入されていれば受付可能です。ない場合は、業

者に※受領金額証明書の作成をお願いしてください。

内訳明細書とはどのような書類ですか。
領収書に記載の金額の内訳がわかる書類です。（例：機器〇円、工事費〇円）

ない場合は、業者に※内訳書の作成をお願いしてください。

領収書と内訳明細書が一体となっています。 受付可能です。

領収書の但し書きに内訳が書かれています。
受付不可です。

業者に※内訳書の作成をお願いしてください。

竣工検査記録書 竣工検査記録書とはどのような書類ですか。
太陽光パネル設置後、システムに異常がなかったことを証明する書類です。ない場合

は、業者に※竣工検査の試験記録書の作成をお願いしてください。

パネルの写真が撮影できない。 業者が施工後の写真をお持ちの場合があるため、そちらにご相談してください。

パネルは全て撮影する必要がありますか。
いいえ。

パネル上面の一部（パネルだとわかるもの）が確認できれば受付可能です。

隣の家が写り込んでいる。 書類ご提出の際にご自宅をお伝えください。

蓄電池の型番の写真が撮れない 業者に※設置完了証明書の作成をお願いしてください。

受給開始日確認できる書類とはどのような書類ですか。

例えば、関西電力株式会社と契約を結ばれた方は「再生可能エネルギーに関する電力

受給契約のお知らせ」がご自宅に届いております。

そちらの書類の写しをご提出ください。

住所が地番で作成されている。 書類をご提出の際にお伝えください。

設置日を確認できる書類とはどのような書類ですか。 業者が作成した保証書や引渡書等。新築の場合は自宅の引渡書も受付可能です。

保証書が発行できない。 業者に※設置完了証明書の作成をお願いしてください。

住民票 申請者の住民票のみで良いか。
はい。

マイナンバーの記載がないものをご用意ください。

承諾書 承諾書は必要ですか。
システムを設置された建物の所有者が、申請者の他にもいる場合に必要です。所有者

全員に記入をお願いしてください。（例：夫婦で所有）

その他 エコキュートの補助金はありますか。 ございません。

※市で用意している様式

以下の市で用意している様式は必ず業者に作成をお願いしてください。（不備や空欄がありますと受付できません。）

市の様式 質問 回答

金額は税込みで記入ですか。 いいえ。税抜きの金額をご記入ください。

押印は担当者印で良いですか。
いいえ。社印を押印してください。(丸印、角印どちらでも受付可能)

修正箇所に担当者印を押印することは問題ありません。

メールでの提出は可能ですか。 いいえ。原本を提出してください。

金額は税込みで記入ですか。 いいえ。税抜きの金額をご記入ください。

メールでの提出は可能ですか。 いいえ。原本を提出してください。

押印は担当者印で良いですか。
いいえ。社印を押印してください。(丸印、角印どちらでも受付可能)

修正箇所に担当者印を押印することは問題ありません。

メールでの提出は可能ですか。 いいえ。原本を提出してください。

押印は担当者印で良いですか。
いいえ。社印を押印してください。(丸印、角印どちらでも受付可能)

修正箇所に担当者印を押印することは問題ありません。

メールでの提出は可能ですか。 いいえ。原本を提出してください。

申請方法

受領金額証明書

内訳書

竣工検査報告書

設置完了報告書

申請書（様式第1号）

設備の概要等（様式第2号）

領収書

内訳明細書

カラー写真

受給開始日がわかる書類

設置日が確認できる書類


